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１ 日常の指導体制（予防・早期発見） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめ問題等発生時の対応 

被害者      〈 謝罪・弁償 〉      加害者 

 

事情 聴取       級友・友人等       事情 聴取 

 

当該ﾎｰﾑﾙｰﾑ担任・学年主任・生徒課長・特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

保護者   連絡    事実確認    連絡   保護者 

 

報告・連携 

人権教育課      生徒課長       生徒課 

学年会          

校長・教頭・主幹 ←  報告  

 

【対応協議】 

「校内いじめ問題対策委員会」招集・・・事件概要報告及び対応協議 

「人権教育課」「学年会」・・・・・・・・被害生徒ケア方法協議 

「生徒課会」・・・・・・・・・・・・・ 加害生徒指導方法審議 

「職員会議」・・・・・・・・・・・・・ 事件概要報告及び対策案 

         ホームルーム活動・学年集会・全校集会の実施 

【留意事項】 

１ 暴行・器物破損の場合は、加害生徒の保護者同伴の上、被害生徒への謝罪と弁償を行う。 

２ 加害生徒の指導にとどまらず、傍観者の指導も合わせて行う。 

３ 他校生や外部の人間が関係した場合は当該学校や警察署との連携及び対応。 

４ マスコミへの対応は窓口を一本化する。 

・学校いじめ防止基本方針（いじめを許さない姿勢） 

・ホウ・レン・ソウ精神の徹底 

・保護者・地域・関係機関との連携 

管理職 

・アンケートの実施        ・ホームルームでの仲間作り 

・個別面談の充実         ・人権意識の高揚 

・教員の観察による気付き     ・職員会議等での情報共有 

・養護教諭からの情報 

・保護者・地域・関係機関からの情報 

注
意
・
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